
117 1,476 394 6,478

62 884 204 3,829

27 311 148 2,962

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0

0 0 7 116

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0

35 572 35 405

0 0 14 345

55 592 190 2,648

24 192 150 2,248

0 0 3 5

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権

0 0 0 0

31 399 31 292

0 0 6 103

20 277 122 1,769

6 41 91 1,447

0 0 0 0

0 0 5 32

0 0 0 0

14 235 21 225

0 0 5 64

・平成22年9月10日一部修正

平成２２年３月末

金額件数

（単位：百万円）

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後
に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認するこ
とができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた債
権

貸付債権

◆金融円滑化法第４条に基づく措置の実施状況

うち、取下げに係る貸付債権

〔債務者が中小企業者である場合〕

うち、実行に係る貸付債権

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
なかった貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、他の金融機関により法の施行日以後になされ
た貸付けの条件の変更等の実行を認識していた
場合の貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

件数 金額

うち、審査中の貸付債権

平成２１年１２月末

貸付債権

件数 金額

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

うち、取下げに係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けてい
た貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

（単位：百万円）

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

件数

平成２２年３月末

金額

貸付債権

平成２１年１２月末

貸付債権



13 116 47 461

1 13 23 229

0 0 3 28

12 102 14 112

0 0 7 91

・平成22年9月10日一部修正

◆金融円滑化法第５条に基づく措置の実施状況

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
（単位：百万円）

貸付債権

件数 金額

貸付債権

平成２２年３月末

金額件数

平成２１年１２月末



     平成 22年 5月 17日 
中兵庫信用金庫 

            

金融円滑化への取組みについて 
 
１． 金融円滑化管理に関する方針 
当庫は、地域の健全な事業を営む中小企業及び個人のお客様に対して必要な資金を円

滑に供給していくこと、並びに経営相談・経営指導及び経営改善に関するきめ細かな支

援に取組むことは、当庫の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリスク管理体

制の下、金融仲介機能を積極的に発揮していくことを目的とし、「金融円滑化管理方針」

を定めております。 
 

 「金融円滑化管理方針」の概要 
 （１）定義 
   ① お客様の経営実態等を踏まえて、適切に新規融資や貸付条件の変更等を行うよう

に努めます。 
② お客様の経営実態等を踏まえて、経営相談・経営指導及び経営改善に関する支援

を行います。 
③ 新規融資や貸付条件変更等の申込みに対する、お客さまへの説明を適切かつ十分
に行います。 

④ 新規融資や貸付条件変更等の申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情へ
の対応を適切かつ十分に行います。 

⑤ 中小企業金融円滑化法に基づく必要な事項を適切に行うように努めます。 
⑥ その他、地域密着金融を推進するために必要であると判断した事項を適切に行う
ように努めます。 

 （２）管理体制 
   ①金融円滑化を適切に管理するために、金融円滑化管理責任者を設けるとともに、営

業店には金融円滑化の実施にかかる責任者を設けております。 
 （３）体制整備 
 ①お客さまの経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みの支援を行うため、融

資部経営支援課に金融円滑化の相談窓口を設置しております。 
 ②お客様の事業価値を適切に見極めるための能力向上のため、必要な研修を実施して

おります。 
 
 

 なお、「中小企業者等の金融円滑化に向けた基本方針」につきましては、既に

平成 22年 1月 25日付にて、ホームページに公表しております。 



２． 借入条件の変更等の申込みに対する対応状況を把握するための体制 
            （体制の概要） 

借入条件の変更等のお申込みに対する対応状況を適切に把握するため以下の体制を

整備し、お客様からのご相談・お申込みに積極的に対応してまいります。 
 
金融円滑化管理体制 
     ◇ 総括責任者    ・・・  理事長 
     ◇ 管理責任者    ・・・  融資部担当役員 
     ◇ 営業店責任者   ・・・  支店長 
     ◇ 営業店担当窓口  ・・・  各支店融資担当役席 
 

１．相談受付体制 
① 営業店の「金融円滑化ご相談窓口」の相談窓口担当者を中心にご相談をうけたま

わります。 
② 本部に「経営支援・苦情相談窓口」を開設し、お客さまの苦情・相談に対応して

おります。 
③ 土曜日、日曜日の住宅ローン相談窓口（ウッディタウン支店）を設置しておりま

す。 
   ④ 各営業店も定期的に日曜日の住宅ローンや事業性融資の相談会を実施しています。

（開催時期につきましては、ホームページ・新聞折込等で事前にお知らせいたし

ます。） 
⑤ お客さまへのきめ細かな経営支援を行うため、経営相談や経営指導の専担部署と
して融資部内に経営支援課を設置しています。 

⑥ お客さまが中小企業者の場合 
・お客さまの状況を十分勘案して、できるかぎり柔軟に対応いたします。 
・お客さまの事業についての改善もしくは再生の可能性を勘案して、できるかぎ

り貸付条件の変更に努めます。 
・経営改善計画の策定の要望があれば、経営改善計画の策定を支援いたします。 
・他の金融機関にお借入を行っている、お客さまから条件変更等の申込みがあっ

た場合には、お客さまの同意を前提に、他の金融機関と緊密な連携を図り、で

きる限り条件の変更等を行うように努めます。 
⑦ お客さまが住宅資金の借入者である場合 
・お客さまの将来にわたる無理のない返済に向けて、お客さまの財産及び収入の

状況を十分に勘案して、相談に応じるように努めます。 
・住宅金融支援機構等が、お借入の条件の変更等に応じたことが確認できた場合

には、お客さまの財産及び収入の状況を十分勘案し、お借入の条件の変更等を行

うように努めます。 
 



２．審査体制 
① お客様から借入条件の変更等のご相談があった場合には、真摯に対応いたします。 

   ② お客様の状況を十分勘案して、できるかぎり柔軟に対応いたします。 
   ③ お借入の条件の変更等を行ったことがあるお客様にも適切に対応いたします。 

④ 謝絶することとなった場合には、可能な限りお客さまの理解と納得が得られるよ

うに、誠心誠意説明に努めます。 
 

３．状況の把握 
① お客さまから借入条件の変更等の申込みを受付けた場合には、受付状況・対応状

況を記録し、案件の進捗管理をいたします。 
② 営業店の担当者は、借入条件の変更等の相談・申込み内容について、営業店長に

報告を行います。 
③ 営業店長は相談・申込みの状況を把握して、迅速に回答を行うために指示・指導

を行います。 
④ 営業店は定期的に融資部に借入条件の変更等の申込みの受付け状況・対応状況を

報告します。 
⑤ 融資部は、定期的にまたは必要に応じて、金融円滑化管理責任者に報告いたしま

す。 
⑥ 金融円滑化管理責任者は、報告内容を検証し、関係業務部門及び営業店に指導・

監督等を行います。 
 
 
 
３． 借入れ条件の変更等に係る苦情・相談を適切に行うため、以下の体制を

整備しています。 
 
① お客様の事業資金並びに住宅資金の貸付条件の変更等の相談・苦情等については、
お客さまに納得いただける真摯な対応を行います。 

② 各営業店においては、「金融円滑化ご相談窓口」を設けて「相談窓口担当者」を配
置し、新規の借入や既にある借入に対する返済条件の変更等の要望または苦情相談

等に対し、真摯に対応する体制を整えています。 
③ 本部においては、「経営支援・苦情相談窓口」を新たに開設し、借入れ条件の変更
等に係るお客さまからの苦情・相談に営業店、関連部署と連携のうえ適切に対応し

ています。 
④ 各営業店で、お客さまから借入れ条件の変更等に係る苦情・相談を受け付けた場合
は、その内容を記録し営業推進部に報告しています。 

 
 



⑤ お申し出のあった苦情・相談については、その内容を記録・保存しています。 
 
⑥ 営業推進部は金融円滑化の趣旨に照らして、不適切又は不適切なおそれがあるもの
について、金融円滑化管理責任者に報告します。 

⑦ 金融円滑化管理責任者は、報告を受け、関係部門と協力して問題の解決に努めると
ともに、各営業店の指導・監督しています。又必要に応じて随時、理事会、常務会

及び監事等に対して状況について報告し、適正な金融円滑化管理態勢の整備・確立

に努めます。 
 
 
 
４．中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うため

に、以下の体制を整備しています。 
 
① お客様からの経営相談や経営再建相談の要請等に対しては、充分な話し合いを行い、
経営の改善や再生のための支援に積極的に取組みます。 

② 経営改善計画を策定する意思のあるお客様から要請がある場合には、経営改善計画の
策定を支援します。 

③ 経営改善計画を策定した場合には、経営改善計画の進捗状況を継続的に確認、検証し、
お客さまに対して助言・指導を行います。 

④ 経営相談や経営指導の専担部署として、融資部内に経営支援課を設置しており、営業
店と一体となってお客さまの経営の改善や事業再生の支援を行います。 

⑤ お客さまに対するコンサルティング機能を発揮するため、お客さまの状況を正確に把
握し、適切な経営支援・指導を行なうことができるよう研修も行い職員の目利き能力

の向上に努めます。 
 
 

 


